
国民健康保険からのお知らせ

一
部
負
担
金
の
払
い
戻
し

　

次
の
場
合
は
、
医
療
機
関
で
の

支
払
い
が
全
額
自
己
負
担
に
な
り

ま
す
が
、
申
請
す
る
と
自
己
負
担

分
を
除
い
た
額
が
払
い
戻
さ
れ
ま

す
。

①
急
病
な
ど
で
や
む
を
得
ず
国
民

健
康
保
険
証
を
使
わ
ず
に
治
療

を
受
け
た（
領
収
書
が
必
要
）

②
医
師
が
治
療
に
必
要
と
認
め
た

コ
ル
セ
ッ
ト
な
ど
の
治
療
用
装

具
の
費
用
（
領
収
書
と
医
師
の

証
明
書
が
必
要
）

高
額
療
養
費
の
支
給

　

医
療
費
の
自
己
負
担
額
が
高
額

に
な
り
、一
定
額
を
超
え
た
場
合
に

は
、超
え
た
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

世
帯
主
へ
診
療
月
の
約
３
か
月

後
に
案
内
ハ
ガ
キ
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
領
収
書
は
大
切
に
保
管
し

て
く
だ
さ
い
。

主
な
支
給
基
準

・
70
歳
未
満
の
方

同
じ
方
が
同
月
内
に
同
医
療
機

関
に
支
払
っ
た
自
己
負
担
額
が

左
表
の
限
度
額
を
超
え
た
場
合

に
支
給
（
同
医
療
機
関
で
も
医

科
と
歯
科
は
別
。
入
院
と
外
来

も
別
）

・
70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方

外
来
の
場
合
は
個
人
単
位
、
入

院
の
場
合
は
世
帯
単
位
で
計
算

し
、
左
表
の
限
度
額
を
超
え
た

場
合
に
支
給

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
が
高

申請に必要なもの

領収書、印鑑、預金通帳（ゆう

ちょ銀行は支店番号記入済み

のもの）、国民健康保険証

受けられます

こんなときに

こんな給付が

額
医
療
を
受
け
る
場
合
、
医
療
機

関
に「
限
度
額
適
用
認
定
証
」ま
た

は
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」
を
提
示
す
る
と
、

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま

す
。
高
額
医
療
が
見
込
ま
れ
る
場

合
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

葬
祭
費
の
支
給

　

被
保
険
者
が
死
亡
し
、

　

そ
の
葬
祭
を
行
っ
た
場
合

　

支
給
額　

５
万
円

出
産
育
児
一
時
金
の
支
給

　

被
保
険
者
が
出
産
し
た
場
合

　

支
給
額　

42
万
円

○
直
接
支
払
制
度

　

医
療
機
関
で「
直
接
支
払
制
度
合

意
文
書
」
に
記
入
す
る
こ
と
で
、
出

産
費
用
の
42
万
円
ま
で
を
直
接
町

が
支
払
う
こ
と
が
で
き
ま
す（
医
療

機
関
に
支
払
っ
た
分
は
出
産
育
児

一
時
金
か
ら
差
し
引
き
）。
出
産
費

が
42
万
円
に
満
た
な
か
っ
た
場
合

ま
た
は
直
接
支
払
制
度
を
利
用
し

な
か
っ
た
場
合
は
申
請
し
て
く
だ

さ
い（
出
産
費
用
明
細
書
、
領
収
書
、

直
接
支
払
制
度
に
関
す
る
文
書
が

必
要
）。

食
事
代
差
額
の
支
給

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
認

定
証
」
を
医
療
機
関
に
提
示
す
る

と
、
入
院
時
の
食
事
代
が
減
額
さ

れ
ま
す
。
認
定
証
を
提
示
せ
ず
、

本
来
支
払
う
食
事
代
以
上
の
額
を

支
払
っ
た
場
合
は
、
差
額
を
支
給

し
ま
す
の
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い

（
領
収
書
が
必
要
）。

が
ん
検
診
・
人
間
ド
ッ
ク
・

健
康
づ
く
り
教
室
の
費
用
助
成

助成事業の種類 助成額 申し込み

町が実施する
がん検診

集団検診 自己負担額
（無料）

保健センター　 ８３－９６７７
必要なもの：国民健康保険証医療機関検診（胃）

「あいち健康プラザ」の健康
教室（保健センターで受講
料を支払うものに限る。）

受講料（助成後）
の４分の１以内
（20歳以上）

保健センター
８３－９６７７

医療機関などが実施する人
間ドックまたは脳ドック（国
立長寿医療研究センターが
実施する長寿ドックは除く。）

4,000円

保険医療課　内線１５４
必要なもの：領収書、印鑑、預金
通帳（ゆうちょ銀行は支店番号
記入済のもの）、国民健康保険証

※所得の申告がないと、最も高い金額で
自己負担額を計算

70歳未満の方の自己負担限度額（月額）
所得区分 自己負担限度額

住
民
税
課
税
世
帯

901万円超
252,600円＋
（医療費－842,000×１％）

600万円超
901万円以下

167,400円＋
（医療費－558,000×１％）

210万円超
600万円以下

80,100円＋
（医療費－267,000×１％）

210万円以下 57,600円

住民税非課税世帯 35,400円

70歳以上75歳未満の方の
自己負担限度額（月額）

所得区分 外来限度額 外来＋入院限度額

現役並み
所得者

44,400円
80,100円＋
（267,000円×１％）

一　般 12,000円 44,400円

低所得者
Ⅱ

8,000円
24,600円

Ⅰ 15,000円

※各助成は、同一年度内１回に限る。

国民健康保険の

加入、喪失の

届出は14日以内に

　加入の届出が遅れて

も国民健康保険に入る

資格を得た月までさか

のぼって保険税を納め

なければなりません。

その間に病院などにか

かった費用は、全額自

己負担となります。ま

た、会社などの保険証

を取得した場合にも国

民健康保険の資格喪失

の届出が必要です。い

ずれの場合も届出は14
日以内にお願いします。

3 広報ひがしうら 2015.7.1 


